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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバックを要請するための方法であっ
て、
　少なくとも一つのＡＲＱブロックを受信端に送信する過程と、
　拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請する過程と、
　ＡＲＱフィードバック送信時点を考慮したスケジューリングを介して前記受信端に資源
を割り当てる過程と、
　前記割り当てた資源を用いて前記受信端から送信されるＡＲＱフィードバック情報が、
ＡＲＱフィードバックの有効時間内に受信されるかどうかを確認する過程と、
　ＡＲＱフィードバックの有効時間内にＡＲＱフィードバック情報を受信しない場合、前
記受信端にＡＲＱフィードバックを再要請する過程と、を含み、
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点は、前記ＡＲＱフィードバックを要請する時点に決
定される方法。
【請求項２】
　ＡＲＱフィードバックの有効時間内にＡＲＱフィードバック情報が受信される場合、前
記ＡＲＱフィードバック情報を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成功有
無を判断する過程をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＡＲＱブロックを受信端に送信する過程の前にまたは前記ＡＲＱフィードバックを
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要請する過程の前に、前記受信端に対したＡＲＱフィードバックの有効時間を決定する過
程をさらに含み、
　前記ＡＲＱフィードバックの有効時間は、
　前記ＡＲＱブロックの有効時間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅｔｉｍｅ）または前記
ＡＲＱブロックのウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）状態に基づいて決定される請求項１または
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＡＲＱフィードバックの有効時間を決定する過程は、
　前記ＡＲＱブロックを受信端に送信する過程の前に前記受信端との初期接続またはデー
タサービスパラメーターを決定する時、前記受信端に対したＡＲＱフィードバックの有効
時間を決定する過程を含み、
　前記データサービスパラメーターの決定は、ＤＳＡ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
　Ａｄｄｉｔｉｏｎ）を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバックを要請するサービス接続識別子情報、及びＡ
ＲＱフィードバック要請情報を含み、
　前記ＡＲＱフィードバック要請情報は、前記拡張ヘッダのタイプとして表す請求項１な
いし４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請する過程の後、前記受信端がＡＲＱフィード
バックのための資源を要請する場合、ＡＲＱフィードバックのための資源を前記受信端に
割り当てる過程をさらに含む請求項１ないし５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバックを要請するための装置であっ
て、
　少なくとも一つのＡＲＱブロックを受信端に送信する送信装置と、
　信号を受信する受信装置と、
　前記送信装置を介して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、ＡＲＱフィー
ドバックの有効時間内にＡＲＱフィードバック情報を受信しない場合、前記受信端にＡＲ
Ｑフィードバックを再要請するＡＲＱ制御部と、を備え、
　前記送信装置は、拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請し、
　前記ＡＲＱ制御部は、ＡＲＱフィードバック送信時点を考慮したスケジューリングを介
して前記受信端に資源を割り当てて、
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点は、前記ＡＲＱフィードバックを要請する時点に決
定される装置。
【請求項８】
　前記ＡＲＱ制御部は、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記受信装置を介して前記
受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信される場合、前記ＡＲＱフィードバック情報
を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成功有無を判断する請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
　前記送信装置を介してＡＲＱブロックを受信端に送信する前にまたは前記ＡＲＱ制御部
からフィードバックを要請する前に、前記受信端に対したＡＲＱフィードバックの有効時
間を決定するＡＲＱフィードバック制御部をさらに備え、
　前記ＡＲＱフィードバックの有効時間は、
　前記ＡＲＱブロックの有効時間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅｔｉｍｅ）または前記
ＡＲＱブロックのウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）状態に基づいて決定される請求項７または
８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＡＲＱフィードバック制御部は、前記送信装置を介してＡＲＱブロックを受信端に
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送信する前に、前記受信端との初期接続またはデータサービスパラメーターを決定する時
、前記受信端に対したＡＲＱフィードバックの有効時間を決定し、
　前記データサービスパラメーターの決定は、ＤＳＡ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
　Ａｄｄｉｔｉｏｎ）を含む請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバックを要請するサービス接続識別子情報、及びＡ
ＲＱフィードバック要請情報を含み、
　前記ＡＲＱフィードバック要請情報は、前記拡張ヘッダのタイプとして表す請求項７な
いし１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＡＲＱ制御部は、前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、前記受信端が
ＡＲＱフィードバックのための資源を要請する場合、前記受信端にＡＲＱフィードバック
のための資源を割り当てる請求項７ないし１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバックを要請するための方法であっ
て、
　少なくとも一つのＡＲＱブロックを受信端に送信する過程と、
　拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請する過程と、
　ＡＲＱフィードバック送信時点を考慮したスケジューリングを介して前記受信端に資源
を割り当てる過程と、
　前記割り当てた資源を用いて前記受信端から送信されるＡＲＱフィードバック情報が、
前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点に受信されているかどうかを確認する過程と
、
　前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情報を受信しない
場合、前記受信端にＡＲＱフィードバックを再要請する過程と、を含み、
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点は、前記ＡＲＱフィードバックを要請する時点に決
定される方法。
【請求項１４】
　前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情報が受信される
場合、前記ＡＲＱフィードバック情報を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送
信成功有無を判断する過程をさらに含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＡＲＱブロックを受信端に送信する過程の前にまたは前記ＡＲＱフィードバックを
要請する過程の前に、前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点を決定する過程をさら
に含み、
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点は、
　前記ＡＲＱブロックの有効時間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅｔｉｍｅ）または前記
ＡＲＱブロックのウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）状態に基づいて決定される請求項１３また
は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点を決定する過程は、
　前記ＡＲＱブロックを受信端に送信する過程前に、前記受信端との初期接続またはデー
タサービスパラメーターを決定する時、前記受信端に対したＡＲＱフィードバックの送信
時点を決定する過程を含み、
　前記データサービスパラメーターの決定は、ＤＳＡ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
　Ａｄｄｉｔｉｏｎ）を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバックを要請するサービス接続識別子情報、及びＡ
ＲＱフィードバック要請情報を含み、
　前記ＡＲＱフィードバック要請情報は、前記拡張ヘッダのタイプとして表す請求項１３
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ないし１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請する過程の後、前記受信端のＡＲＱフィード
バック送信時点を考慮して、前記受信端にＡＲＱフィードバックのための資源を割り当て
る過程をさらに含む請求項１３ないし１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバックを要請するための装置であっ
て、
　少なくとも一つのＡＲＱブロックを受信端に送信する送信装置と、
　信号を受信する受信装置と、
　前記送信装置を介して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、前記受信端の
ＡＲＱフィードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情報を受信しない場合、前記受信
端にＡＲＱフィードバックを再要請するＡＲＱ制御部と、を備え、
　前記送信装置は、拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請し、
　前記ＡＲＱ制御部は、ＡＲＱフィードバック送信時点を考慮したスケジューリングを介
して前記受信端に資源を割り当てて、
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点は、前記ＡＲＱフィードバックを要請する時点に決
定される装置。
【請求項２０】
　前記ＡＲＱ制御部は、前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点に前記受信装置を介
して前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信される場合、前記ＡＲＱフィードバ
ック情報を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成功有無を判断する請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記送信装置を介してＡＲＱブロックを受信端に送信する前にまたは前記ＡＲＱ制御部
からＡＲＱフィードバックを要請する前に、前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点
を決定するＡＲＱフィードバック制御部をさらに備え、
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点は、
　前記ＡＲＱブロックの有効時間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅｔｉｍｅ）または前記
ＡＲＱブロックのウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）状態に基づいて決定される請求項１９また
は２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＡＲＱフィードバック制御部は、前記送信装置を介してＡＲＱブロックを受信端に
送信する前に、前記受信端との初期接続またはデータサービスパラメーターを決定する時
、前記受信端に対したＡＲＱフィードバックの有効時間を決定し、
　前記データサービスパラメーターの決定は、ＤＡＳ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
　Ａｄｄｉｔｉｏｎ）を含む請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバックを要請するサービス接続識別子情報、及びＡ
ＲＱフィードバック要請情報を含み、
　前記ＡＲＱフィードバック要請情報は、前記拡張ヘッダのタイプとして表す請求項１９
または２２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＡＲＱ制御部は、前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、前記受信端の
ＡＲＱフィードバック送信時点を考慮して、前記受信端にＡＲＱフィードバックのための
資源を割り当てる請求項１９ないし２３のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおける自動再送信要請（ＡＲＱ）のための装置及び方法
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に関し、特に無線通信システムの送信端から受信端へＡＲＱフィードバックを要請するた
めの装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、無線資源のチャネル状態によって送受信するデータにエラーが発
生できる。これにより、無線通信システムは、送信信頼度を上げるためにＡＲＱ技術を利
用してデータのエラーを制御したり復旧したりする。
【０００３】
　ＡＲＱ技術を使用する場合、受信端は、送信端から受信したデータの受信成功有無を前
記送信端に通知する。例えば、送信端から受信したデータにエラーが発生しない場合、受
信端は、前記送信端にＡＣＫ情報を送信する。一方、送信端から受信したデータにエラー
が発生した場合、受信端は、前記送信端にＮＡＣＫ情報を送信する。ここで、受信端がデ
ータの受信成功有無を送信端に送信する一連の動作をＡＲＱフィードバックと称する。
【０００４】
　送信端は、受信端から提供されたＡＲＱフィードバック情報によって、前記受信端に送
信したデータに対する送信成功有無を確認することができる。万一、受信端からＡＣＫ情
報を受信した場合、送信端は、新しいデータを前記受信端に送信する。一方、受信端から
ＮＡＣＫ情報を受信した場合、送信端は、前記ＮＡＣＫ情報に対するデータを前記受信端
に再送信する。
【０００５】
　送信端は、データの有効期間が満了すると、該当データをバッファから削除する。また
、前記送信端は、受信端がどの時点にＡＲＱフィードバック情報を送信するかが分からな
い。これにより、データの有効時間が満了するまでＡＲＱフィードバック情報を受信しな
い場合、前記送信端は、データの受信状態が分からない状態で該当データを削除しなけれ
ばならないという問題が発生する。
【０００６】
　そのため、ＡＲＱフィードバック情報が受信端から受信される時、送信時点を認識する
ための無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバックを要請するための装置及び方法を
必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、無線通信システムの送信端から受信端へＡＲＱフィードバッ
クを要請するための装置及び方法に関する。
【０００８】
　本発明の他の目的は、無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバックの有効
時間を設定して受信端にＡＲＱフィードバックを要請するための装置及び方法に関する。
【０００９】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムの受信端においてＡＲＱフィードバック
の有効時間内にＡＲＱフィードバック情報を送信端に送信するための装置及び方法に関す
る。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバック
送信時点を設定して受信端にＡＲＱフィードバックを要請するための装置及び方法に関す
る。
【００１１】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムの受信端においてＡＲＱフィードバック
送信時点に送信端にＡＲＱフィードバック情報を送信するための装置及び方法に関する。
【００１２】
　上述したように、無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバックを要請するための装
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置及び方法を提供するためのものである
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の目的を達成すべく、本発明の第１見地によれば、無線通信システムの送信端に
おいてＡＲＱフィードバックを要請するための方法は、少なくとも一つのＡＲＱブロック
を受信端に送信する過程と、拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを
要請する過程と、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記受信端からＡＲＱフィードバ
ック情報が受信されるかどうかを確認する過程と、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に
ＡＲＱフィードバック情報が受信される場合、前記ＡＲＱフィードバック情報を介して前
記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成功有無を判断する過程と、ＡＲＱフィードバ
ックの有効時間内にＡＲＱフィードバック情報を受信しない場合、前記受信端にＡＲＱフ
ィードバックを再要請する過程と、を含む。
【００１４】
　本発明の目的を達成すべく、本発明の第２見地によれば、無線通信システムの送信端に
おいてＡＲＱフィードバックを要請するための装置は、少なくとも一つのＡＲＱブロック
を受信端に送信する送信装置と、信号を受信する受信装置と、前記送信装置を介して前記
受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記
受信装置を介して前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信される場合、前記ＡＲ
Ｑフィードバック情報を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成功有無を判
断し、ＡＲＱフィードバックの有効時間内にＡＲＱフィードバック情報を受信しない場合
、前記受信端にＡＲＱフィードバックを再要請するＡＲＱ制御部と、を備え、前記送信装
置は、拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請することを特徴と
する。
【００１５】
　本発明の目的を達成すべく、本発明の第３見地によれば、無線通信システムの送信端に
おいてＡＲＱフィードバックを要請するための方法は、少なくとも一つのＡＲＱブロック
を受信端に送信する過程と、拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを
要請する過程と、前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点に前記受信端からＡＲＱフ
ィードバック情報が受信されているかどうかを確認する過程と、前記受信端のＡＲＱフィ
ードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情報が受信される場合、前記ＡＲＱフィード
バック情報を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成功有無を判断する過程
と、前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情報を受信しな
い場合、前記受信端にＡＲＱフィードバックを再要請する過程と、を含むことを特徴とす
る。
【００１６】
　本発明の目的を達成すべく、本発明の第４見地によれば、無線通信システムの送信端に
おいてＡＲＱフィードバックを要請するための装置であって、少なくとも一つのＡＲＱブ
ロックを受信端に送信する送信装置と、信号を受信する受信装置と、前記送信装置を介し
て前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、受信端のＡＲＱフィードバック送信
時点に前記受信装置を介して前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信される場合
、前記ＡＲＱフィードバック情報を介して前記少なくとも一つのＡＲＱブロックの送信成
功有無を判断し、前記受信端のＡＲＱフィードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情
報を受信しない場合、前記受信端にＡＲＱフィードバックを再要請するＡＲＱ制御部と、
を備え、前記送信装置は、拡張ヘッダを利用して前記受信端にＡＲＱフィードバックを要
請することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の他の見地、利点、主要な特徴は、以下添付された本発明の実施の形態及び図面
と共に説明される詳細な説明により当業者に明白に認識されるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバックを要
請するための手順を示す図である。
【図２】本発明の他の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバック
を要請するための手順を示す図である。
【図３】本発明のさらに他の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィード
バックを要請するための手順を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィードバ
ックを要請するための手順を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの受信端においてＡＲＱフィードバ
ック応答手順を示す図である。
【図６】本発明の他の実施の形態に係る無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィー
ドバックを要請するための手順を示す図である。
【図７】本発明の他の実施の形態に係る無線通信システムの受信端においてＡＲＱフィー
ドバック応答手順を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバック要請
のためのヘッダ及び制御メッセージの構造を示す図である。
【図９】本発明に係る無線通信システムにおける送信端のブロック構成を示す図である。
【図１０】本発明に係る無線通信システムにおける受信端のブロック構成を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、参照図面についての説明は、請求の範囲及びそれと同等なものによって定義され
る本発明の実施の形態の包括的な理解を助けるために提供される。以下の説明は、理解を
助けるために多様な具体的な詳細事項を含むが、単に例示に過ぎない。したがって、本発
明の思想や範囲から逸脱しない限度内で、実施の形態の多様な変形及び修正が可能である
ことはもちろんである。また、周知の機能及び構造の説明は明確性のために省略されるは
ずであろう。
【００２０】
　「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」のような単数形式は、文脈で明確に記述しない限り、
多数の指示対象を含む。例えば、「ａ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｓｕｒｆａｃｅ」は、少な
くとも一つの意味を含む。
【００２１】
　以下、本発明は、無線通信システムの送信端において自動再送信要請（ＡＲＱ）フィー
ドバックを要請するための技術について説明する。ここで、ＡＲＱフィードバックは、受
信端がデータの受信成功有無を送信端に送信する一連の動作を意味する。
【００２２】
　以下の説明では、送信端と受信端としては、基地局と端末があると仮定する。例えば、
ダウンリンクの場合、送信端は基地局になり、受信端は端末になる。アップリンクの場合
、送信端は端末になり、受信端は基地局になる。
【００２３】
　ＡＲＱ技術を使用する場合、送信端は受信端がＡＲＱフィードバック情報をいつ送信す
るかを認識するために、ＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点を決定する。例
えば、送信端は、受信端との初期接続時に前記受信端のＡＲＱフィードバックの有効時間
または送信時点をパラメーター値として決定する。この場合、前記送信端は、初期接続時
に決定したＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点を固定値として使用する。他
の例として、送信端は、受信端とのデータサービスのパラメーターを決定する時に前記受
信端のＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点をパラメーター値として決定する
こともできる。この場合、前記送信端は、サービスのパラメーターを決定する時に決定し
たＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点を固定値として使用する。ここで、前
記サービスパラメーター決定は、ＤＳＡ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｄｄｉｔ
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ｉｏｎ）を含む。さらに他の例として、送信端は、ＡＲＱフィードバックを要請するごと
にＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点を決定することもできる。この場合、
前記送信端は、ＡＲＱフィードバックを要請するごとにＡＲＱフィードバックの有効時間
または送信時点を変更できる。
【００２４】
　送信端においてＡＲＱフィードバックの有効時間を決定する場合、前記送信端は、下記
の図１に示すようにＡＲＱフィードバックを要請し、受信端は下記図１に示すようにＡＲ
Ｑフィードバック情報を送信する。
【００２５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバックを
要請するための手順を示している。
【００２６】
　前記図１に示すように、送信端１００は、ＡＲＱブロックに対するＡＲＱフィードバッ
クを受信端１１０に要請する（ステップ１２１）。例えば、前記送信端１００は、ＡＲＱ
フィードバック要請情報とＡＲＱフィードバックの有効時間１３０情報とを下記図８の（
Ａ）または（Ｂ）に示された拡張ヘッダ形態を有するよう構成して、前記受信端１１０に
送信する。他の例として、前記送信端１００は、ＡＲＱフィードバック要請情報とＡＲＱ
フィードバックの有効時間１３０情報とを下記の図８の（Ｃ）または（Ｄ）に示されたＭ
ＡＣ階層の制御メッセージの形態を有するよう構成して、前記受信端１１０に送信するこ
ともできる。
【００２７】
　前記受信端１１０は、前記送信端１００から提供されたＡＲＱフィードバックの有効時
間１３０内に前記送信端１００から提供されたデータのＡＲＱフィードバック情報を前記
送信端１００に送信する（ステップ１２３）。例えば、ＡＲＱフィードバックの有効時間
内に前記受信端１１０から前記送信端１００へ送信する信号が存在する場合、前記受信端
１１０は、前記信号にＡＲＱフィードバック情報を含めて、前記送信端１００に送信する
。他の例として、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記送信端１００に送信する信号
が存在しない場合、前記受信端１１０は、ＡＲＱフィードバックの有効時間内にＡＲＱフ
ィードバック情報のみを前記送信端１００に送信することができる。ここで、前記ＡＲＱ
フィードバック情報は、送信端１００から受信したデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
を含む。前記ＮＡＣＫ情報は、データにエラーが発生したことを表し、ＡＣＫ情報は、デ
ータにエラーが発生しないことを表す。
【００２８】
　上述した実施の形態において送信端１００は、ＡＲＱフィードバック要請時にＡＲＱフ
ィードバックの有効時間を受信端１１０に送信する。
【００２９】
　他の実施の形態において、送信端１００が受信端１１０との初期接続時にＡＲＱフィー
ドバックの有効時間をパラメーター値として決定する場合、前記送信端１００と前記受信
端１１０とは、前記初期接続時に決定したＡＲＱフィードバックの有効時間を固定された
値として使用することができる。これにより、前記送信端１００は、ＡＲＱフィードバッ
ク要請時にＡＲＱフィードバックの有効時間を前記受信端１１０に送信しない。
【００３０】
　さらに他の実施の形態として、送信端１００が受信端１１０とのデータサービスのパラ
メーターを決定する時にＡＲＱフィードバックの有効時間をパラメーター値として決定す
る場合、前記送信端１００と前記受信端１１０とは、前記サービスのパラメーターを決定
する時に決定したＡＲＱフィードバックの有効時間を固定された値として使用することが
できる。これにより、前記送信端１００は、ＡＲＱフィードバック要請時にＡＲＱフィー
ドバックの有効時間を前記受信端１１０に送信しない。
【００３１】
　上述した実施の形態において、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記送信端１００
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に送信する信号が存在しない場合、前記受信端１１０は、ＡＲＱフィードバック情報のみ
を前記送信端１００に送信する。この場合、前記受信端１１０は、ＡＲＱフィードバック
のための帯域要請メッセージを前記送信端１００に送信する。前記送信端１００は、前記
帯域要請メッセージが受信されると、スケジューリングを介してＡＲＱフィードバックの
ための資源を割り当てる。これにより、前記受信端１１０は、前記送信端１００から割り
当てられた資源を介してＡＲＱフィードバック情報を前記送信端１００に送信する。
【００３２】
　送信端においてＡＲＱフィードバック送信時点を決定する場合、前記送信端は、下記図
２に示すように、ＡＲＱフィードバックを要請し、受信端は、下記図２に示すように、Ａ
ＲＱフィードバック情報を送信する。
【００３３】
　図２は、本発明の他の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバッ
クを要請するための手順を示している。
【００３４】
　前記図２に示すように、送信端２００は、ＡＲＱブロックに対するＡＲＱフィードバッ
クを受信端２１０に要請する（ステップ２２１）。例えば、前記送信端２００は、ＡＲＱ
フィードバック要請情報とＡＲＱフィードバック送信時点２３０情報とを下記図８の（Ａ
）または（Ｂ）に示す拡張ヘッダ形態を有するよう構成して、前記受信端２１０に送信す
る。他の例として、前記送信端２００は、ＡＲＱフィードバック要請情報とＡＲＱフィー
ドバック送信時点２３０情報とを下記図８の（Ｃ）または（Ｄ）に示すＭＡＣ階層の制御
メッセージの形態を有するよう構成して、前記受信端２１０に送信することもできる。
【００３５】
　前記受信端２１０は、前記送信端２００から提供されたＡＲＱフィードバック送信時点
２３０にＡＲＱフィードバック情報を前記送信端２００に送信する（ステップ２２５）。
例えば、ＡＲＱフィードバック送信時点に前記受信端２１０から前記送信端２００へ送信
する信号が存在する場合、前記受信端２１０は、前記信号にＡＲＱフィードバック情報を
含めて前記送信端２００に送信する。この場合、前記送信端２００は、ＡＲＱフィードバ
ックのためのスケジューリングを行わなくてもよい。他の例として、ＡＲＱフィードバッ
ク送信時点に前記送信端２００に送信する信号が存在しない場合、前記受信端２１０は、
ＡＲＱフィードバック送信時点にＡＲＱフィードバック情報のみを前記送信端２００に送
信することもできる。この場合、前記送信端２００は、前記受信端２１０のＡＲＱフィー
ドバック情報を送信する時点を考慮したスケジューリングを介して、ＡＲＱフィードバッ
クのための資源を割り当てる（ステップ２２３）。これにより、前記受信端２１０は、前
記送信端２００から割り当てられた資源を介して、ＡＲＱフィードバック情報を前記送信
端２００に送信する（ステップ２２５）。
【００３６】
　上述した実施の形態において送信端２００は、ＡＲＱフィードバック要請時にＡＲＱフ
ィードバック送信時点情報を受信端２１０に送信する。
【００３７】
　他の実施の形態において送信端２００が受信端２１０との初期接続時にＡＲＱフィード
バック送信時点をパラメーター値として決定する場合、前記送信端２００と前記受信端２
１０とは、前記初期接続時に、決定したＡＲＱフィードバック送信時点を固定された値と
して使用することができる。これにより、前記送信端２００は、ＡＲＱフィードバック要
請時にＡＲＱフィードバック送信時点を前記受信端２１０に送信しない。
【００３８】
　さらに他の実施の形態において、送信端２００が受信端２１０とのデータサービスのパ
ラメーターを決定する時にＡＲＱフィードバック送信時点をパラメーター値として決定す
る場合、前記送信端２００と前記受信端２１０とは、前記サービスパラメーター決定時に
、決定したＡＲＱフィードバック送信時点を固定された値として使用することができる。
これにより、前記送信端２００は、ＡＲＱフィードバック要請時にＡＲＱフィードバック
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送信時点を前記受信端２１０に送信しない。
【００３９】
　上述したように、送信端は、ＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点を決定す
るので、受信端がＡＲＱフィードバック情報を送信する時点が分かる。万一、決まった時
点にＡＲＱフィードバック情報を受信できない場合、送信端は、下記の図３に示すように
、ＡＲＱフィードバックを再要請する。
【００４０】
　図３は、本発明のさらに他の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィー
ドバックを要請するための手順を示している。
【００４１】
　前記図３に示すように、送信端３００は、ＡＲＱブロックに対するＡＲＱフィードバッ
クを受信端３１０に要請する（ステップ３２１）。例えば、前記送信端２００は、ＡＲＱ
フィードバック要請情報及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィード
バック送信時点情報を、下記図８の（Ａ）または（Ｂ）に示す拡張ヘッダ形態を有するよ
う構成して、前記受信端３１０に送信する。他の例として、前記送信端３００は、ＡＲＱ
フィードバック要請情報及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィード
バック送信時点情報を下記図８の（Ｃ）または（Ｄ）に示すＭＡＣ階層の制御メッセージ
の形態を有するよう構成して、前記受信端３１０に送信することもできる。
【００４２】
　前記受信端３１０は、前記送信端３００から提供されたＡＲＱフィードバックの有効時
間またはＡＲＱフィードバック送信時点を考慮して、ＡＲＱフィードバック情報を前記送
信端３００に送信する（ステップ３２３）。
【００４３】
　前記送信端３００は、前記受信端３１０から提供されたＡＲＱフィードバック情報にエ
ラーが発生した場合、ＡＲＱフィードバックを再要請するかどうかを決定する。このとき
、ＡＲＱブロックに対する有効期間が満了するか、又はバッファから該当ＡＲＱブロック
が削除された場合、前記送信端３００は、ＡＲＱフィードバックを再要請しない。
【００４４】
　ＡＲＱフィードバックを再要請すると決定した場合、前記送信端３００は、ＡＲＱブロ
ックに対するＡＲＱフィードバックを受信端３１０に再要請する（ステップ３２５）。
【００４５】
　上述した実施の形態において、前記送信端３００は、前記受信端３１０から提供された
ＡＲＱフィードバック情報にエラーが発生した場合、ＡＲＱフィードバックを再要請する
かどうかを決定する。
【００４６】
　他の実施の形態として、前記送信端３００は、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前
記受信端３１０からＡＲＱフィードバック情報を受信できない場合、ＡＲＱフィードバッ
クを再要請するかどうかを決定することができる。
【００４７】
　さらに他の実施の形態において、前記送信端３００は、ＡＲＱフィードバック送信時点
に前記受信端３１０からＡＲＱフィードバック情報を受信できない場合、ＡＲＱフィード
バックを再要請するかどうかを決定することができる。
【００４８】
　以下の説明は、ＡＲＱフィードバックの有効時間を設定して、ＡＲＱフィードバックを
要請するための送信端の動作方法について説明する。
【００４９】
　図４は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィード
バックを要請するための手順を示している。
【００５０】
　前記図４に示すように、送信端は、ステップ４０１にて受信端へ送信したＡＲＱブロッ
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クに対するＡＲＱフィードバックを前記受信端に要請するかどうかを決定する。
【００５１】
　受信端にＡＲＱフィードバックを要請する場合、前記送信端は、ステップ４０３に進ん
でＡＲＱフィードバックの有効時間を確認する。例えば、前記送信端は、ＡＲＱフィード
バックを要請する受信端との初期接続またはサービスパラメーター決定時に決定したＡＲ
Ｑフィードバックの有効時間を確認する。他の例として、前記送信端は、ＡＲＱフィード
バックを要請するＡＲＱブロックのウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）の状態を確認して、ＡＲ
Ｑフィードバックの有効時間を決定することもできる。さらに他の例として、前記送信端
は、受信端からＡＲＱフィードバック情報を受信しないＡＲＱブロックのうち、ＡＲＱブ
ロック有効期間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅｔｉｍｅ）が最も短いＡＲＱブロックの
ＡＲＱブロックの有効期間を考慮して、ＡＲＱフィードバックの有効時間を決定すること
もできる。
【００５２】
　前記ＡＲＱフィードバックの有効時間を確認した後、前記送信端は、ステップ４０５に
進んで受信端にＡＲＱフィードバックを要請する。例えば、前記送信端は、ＡＲＱフィー
ドバック要請情報とＡＲＱフィードバックの有効時間情報とを下記図８の（Ａ）または（
Ｂ）に示された拡張ヘッダ形態を有するよう構成して、前記受信端に送信する。他の例と
して、前記送信端は、ＡＲＱフィードバック要請情報とＡＲＱフィードバックの有効時間
情報とを下記図８の（Ｃ）または（Ｄ）に示すＭＡＣ階層の制御メッセージの形態を有す
るよう構成して、前記受信端に送信することもできる。さらに他の例として、前記送信端
と受信端とがＡＲＱフィードバックの有効時間を固定された値として使用する場合、前記
送信端は、ＡＲＱフィードバック要請情報のみを前記受信端に送信することもできる。
【００５３】
　以後、前記送信端は、ステップ４０７に進んでＡＲＱフィードバックを要請した受信端
から帯域要請メッセージが受信されているかどうかを確認する。
【００５４】
　前記受信端から帯域要請メッセージが受信される場合、前記送信端は、ステップ４０９
に進んでスケジューリングを介して前記受信端にＡＲＱフィードバックのための資源を割
り当てる。すなわち、前記送信端は、ＡＲＱフィードバックのための資源割り当て情報を
前記受信端に送信する。
【００５５】
　前記ＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てた後、前記送信端は、ステップ４１
１に進んでＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記受信端からＡＲＱフィードバック情
報が受信されているかどうかを確認する。
【００５６】
　ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信
されない場合、前記送信端は、前記ステップ４０１に戻って前記受信端にＡＲＱフィード
バックを再要請するかどうかを決定する。例えば、ＡＲＱフィードバック情報を受信しな
ければならないＡＲＱブロックに対する有効期間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅ　Ｔｉ
ｍｅ）が満了するか、又はバッファから該当ＡＲＱブロックが削除された場合、前記送信
端は、前記受信端にＡＲＱフィードバックを再要請しないと決定する。
【００５７】
　一方、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に前記受信端からＡＲＱフィードバック情報
が受信される場合、前記送信端は、ステップ４１３に進んでＡＲＱウィンドウを更新する
。
【００５８】
　以後、前記送信端は、本アルゴリズムを終了する。
【００５９】
　上述した実施の形態において送信端は、受信端の帯域要請によってＡＲＱフィードバッ
クのための資源を割り当てる。
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【００６０】
　他の実施の形態において受信端がＡＲＱフィードバックの有効時間内に送信端に送信す
る信号にＡＲＱフィードバック情報を含めて送信する場合、前記送信端は、ＡＲＱフィー
ドバックのための資源を別途に割り当てない。これにより、前記図４において前記送信端
は、前記ステップ４０５にて受信端へＡＲＱフィードバックを要請した後、ステップ４１
１に進んでＡＲＱフィードバックの有効時間内に受信端からＡＲＱフィードバック情報が
受信されるかどうかを確認する。
【００６１】
　さらに他の実施の形態において受信端が送信端の信号スケジューリングを行う場合、前
記受信端は、送信端からＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てなくても良い。こ
れにより、前記図４において前記送信端は、ステップ４０５にて受信端へＡＲＱフィード
バックを要請した後、ステップ４１１に進んでＡＲＱフィードバックの有効時間内に受信
端からＡＲＱフィードバック情報が受信されるかどうかを確認する。
【００６２】
　上述したように、送信端からＡＲＱフィードバックを要請する場合、受信端は、下記図
５に示すように、ＡＲＱフィードバック情報を送信する。
【００６３】
　図５は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの受信端においてＡＲＱフィード
バック応答手順を示している。
【００６４】
　前記図５に示すように、受信端は、ステップ５０１にて送信端がＡＲＱフィードバック
を要請しているかどうかを確認する。
【００６５】
　送信端がＡＲＱフィードバックを要請した場合、前記受信端は、ステップ５０３に進ん
でＡＲＱフィードバックの有効時間を確認する。例えば、前記受信端は、前記送信端との
初期接続時に前記送信端により決定されたＡＲＱフィードバックの有効時間を確認する。
他の例として、前記受信端は、前記送信端とのデータサービスのパラメーターを決定する
時に前記送信端により決定されたＡＲＱフィードバックの有効時間を確認することもでき
る。さらに他の例として、前記受信端は、前記送信端から提供された下記の図８の（Ａ）
または（Ｂ）のように構成された拡張ヘッダからＡＲＱフィードバックの有効時間を確認
することもできる。さらに他の例として、前記受信端は、前記送信端から提供された下記
の図８の（Ｃ）または（Ｄ）のように構成されたＭＡＣ階層の制御メッセージからＡＲＱ
フィードバックの有効時間を確認することもできる。
【００６６】
　ＡＲＱフィードバックの有効時間を確認した後、前記受信端は、ステップ５０５に進ん
でＡＲＱフィードバック情報を生成する。例えば、送信端から受信したデータのエラーが
発生した場合、前記受信端は、ＮＡＣＫ情報を生成する。一方、送信端から受信したデー
タのエラーが発生しない場合、前記受信端は、ＡＣＫ情報を生成する。
【００６７】
　前記ＡＲＱフィードバック情報を生成した後、前記受信端は、ステップ５０７に進んで
ＡＲＱフィードバックの有効時間を考慮して、ＡＲＱフィードバックのための資源を前記
送信端に要請する。
【００６８】
　以後、前記受信端は、ステップ５０９に進んで前記送信端からＡＲＱフィードバックの
ための資源割り当て情報が受信されているかどうかを確認する。
【００６９】
　前記送信端からＡＲＱフィードバックのための資源割り当て情報が受信される場合、前
記受信端は、ステップ５１１に進んで前記資源割り当て情報を考慮してＡＲＱフィードバ
ック情報を前記送信端に送信する。
【００７０】
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　前記ＡＲＱフィードバック情報を送信した後、前記受信端は、ステップ５１３に進んで
ＡＲＱウィンドウを更新する。
【００７１】
　以後、前記受信端は、本アルゴリズムを終了する。
【００７２】
　上述した実施の形態において受信端は、ＡＲＱフィードバックの有効時間を確認した後
、ＡＲＱフィードバック情報を生成する。
【００７３】
　他の実施の形態において受信端は、ＡＲＱブロックを受信してからＡＲＱフィードバッ
ク情報を送信する前まで如何なる時点でもＡＲＱフィードバック情報を生成できる。
【００７４】
　上述した実施の形態において受信端は、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に送信端に
送信する信号が存在しないため、送信端にＡＲＱフィードバックのための資源を要請する
。
【００７５】
　他の実施の形態において受信端がＡＲＱフィードバックの有効時間内に送信端に送信す
る信号にＡＲＱフィードバック情報を含めて送信する場合、前記受信端は、ＡＲＱフィー
ドバックのための帯域を要請しない。これにより、前記図５において前記受信端は、ステ
ップ５０５にてＡＲＱフィードバック情報を生成した後、ステップ５１１に進んでＡＲＱ
フィードバックの有効時間内に送信端に送信する信号にＡＲＱフィードバック情報を含め
て前記送信端に送信する。
【００７６】
　さらに他の実施の形態において受信端が送信端の信号スケジューリングを行う場合、前
記受信端は、送信端からＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てられなくても良い
。これにより、前記図５において前記受信端は、ステップ５０５にてＡＲＱフィードバッ
ク情報を生成した後、ステップ５１１に進んでＡＲＱフィードバックの有効時間内に送信
端に送信する信号にＡＲＱフィードバック情報を含めて前記送信端に送信する。
【００７７】
　以下の説明は、ＡＲＱフィードバック送信時点を設定してＡＲＱフィードバックを要請
するための送信端の動作方法について説明する。
【００７８】
　図６は、本発明の他の実施の形態に係る無線通信システムの送信端においてＡＲＱフィ
ードバックを要請するための手順を示している。
【００７９】
　前記図６に示すように、送信端は、ステップ６０１にて受信端へ送信したＡＲＱブロッ
クに対してＡＲＱフィードバックを前記受信端に要請するかどうかを決定する。
【００８０】
　受信端にＡＲＱフィードバックを要請すると決定した場合、前記送信端は、ステップ６
０３に進んでＡＲＱフィードバック送信時点を確認する。例えば、前記送信端は、受信端
との初期接続時に決定したＡＲＱフィードバック送信時点を確認する。他の例として、前
記送信端は、ＡＲＱフィードバックを要請するＡＲＱブロックのウィンドウ（ｗｉｎｄｏ
ｗ）の状態を確認して、ＡＲＱフィードバック送信時点を決定することもできる。さらに
他の例として、前記送信端は、受信端からＡＲＱフィードバック情報を受信しないＡＲＱ
ブロックのうち、ＡＲＱブロック有効期間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅｔｉｍｅ）の
最も短いＡＲＱブロックのＡＲＱブロック有効期間を考慮して、ＡＲＱフィードバック送
信時点を決定することもできる。
【００８１】
　前記ＡＲＱフィードバック送信時点を確認した後、前記送信端は、ステップ６０５に進
んで受信端にＡＲＱフィードバックを要請する。例えば、前記送信端は、ＡＲＱフィード
バック要請情報とＡＲＱフィードバック送信時点情報とを下記図８の（Ａ）または（Ｂ）



(14) JP 5766686 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

に示す拡張ヘッダ形態を有するよう構成して、前記受信端に送信する。他の例として、前
記送信端は、ＡＲＱフィードバック要請情報とＡＲＱフィードバック送信時点情報とを下
記図８の（Ｃ）または（Ｄ）に示すＭＡＣ階層の制御メッセージの形態を有するよう構成
して、前記受信端に送信することもできる。
【００８２】
　以後、前記送信端は、ステップ６０７に進んで前記ＡＲＱフィードバック送信時点を考
慮したスケジューリングを介して、前記受信端にＡＲＱフィードバックのための資源を割
り当てる。すなわち、前記送信端は、ＡＲＱフィードバックのための資源割り当て情報を
前記受信端に送信する。
【００８３】
　前記ＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てた後、前記送信端は、ステップ６０
９に進んでＡＲＱフィードバック送信時点に前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が
受信されているかどうかを確認する。
【００８４】
　ＡＲＱフィードバック送信時点に前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信され
ない場合、前記送信端は、前記ステップ６０１に戻ってＡＲＱフィードバックを再要請す
るかどうかを決定する。例えば、ＡＲＱブロックに対する有効期間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ
　ＬｉｆｅＴｉｍｅ）が満了するか、又はバッファから該当ＡＲＱブロックが削除された
場合、前記送信端は、ＡＲＱフィードバックを再要請しないと決定する。
【００８５】
　一方、ＡＲＱフィードバック送信時点に受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信さ
れる場合、前記送信端は、ステップ６１１に進んでＡＲＱウィンドウを更新する。
【００８６】
　以後、前記送信端は、本アルゴリズムを終了する。
【００８７】
　上述した実施の形態において送信端は、ＡＲＱフィードバック送信時点を考慮して受信
端にＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てる。
【００８８】
　他の実施の形態において受信端がＡＲＱフィードバック送信時点に送信端に送信する信
号にＡＲＱフィードバック情報を含めて送信する場合、前記送信端は、ＡＲＱフィードバ
ックのための資源を別途に割り当てない。これにより、前記送信端は、ステップ６０５に
て受信端へＡＲＱフィードバックを要請した後、ステップ６０９に進んでＡＲＱフィード
バック送信時点に受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信されているかどうかを確認
する。
【００８９】
　さらに他の実施の形態において受信端が送信端の信号スケジューリングを行う場合、前
記受信端は、送信端からＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てられなくても良い
。これにより、前記送信端は、ステップ６０５にて受信端へＡＲＱフィードバックを要請
した後、ステップ６０９に進んでＡＲＱフィードバック送信時点に受信端からＡＲＱフィ
ードバック情報が受信されているかどうかを確認する。
【００９０】
　上述したように、送信端からＡＲＱフィードバックを要請する場合、受信端は、下記図
７に示すように、ＡＲＱフィードバック情報を送信する。
【００９１】
　図７は、本発明の他の実施の形態に係る無線通信システムの受信端においてＡＲＱフィ
ードバック応答手順を示している。
【００９２】
　前記図７に示すように、受信端は、ステップ７０１にて送信端がＡＲＱフィードバック
を要請しているかどうかを確認する。
【００９３】
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　送信端においてＡＲＱフィードバックを要請した場合、前記受信端は、ステップ７０３
に進んでＡＲＱフィードバック送信時点を確認する。例えば、前記受信端は、前記送信端
との初期接続時に決定されたＡＲＱフィードバック送信時点を確認する。他の例として、
前記受信端は、前記送信端とのデータサービスのパラメーターを決定する時に決定された
ＡＲＱフィードバック送信時点を確認することもできる。さらに他の例として、前記受信
端は、前記送信端から提供された下記図８の（Ａ）または（Ｂ）のように構成された拡張
ヘッダからＡＲＱフィードバック送信時点を確認することもできる。さらに他の例として
、前記受信端は、前記送信端から提供された下記図８の（Ｃ）または（Ｄ）のように構成
されたＭＡＣ階層の制御メッセージからＡＲＱフィードバック送信時点を確認することも
できる。
【００９４】
　ＡＲＱフィードバック送信時点を確認した後、前記受信端は、ステップ７０５に進んで
ＡＲＱフィードバック情報を生成する。例えば、送信端から受信したデータのエラーが発
生した場合、前記受信端は、ＮＡＣＫ情報を生成する。一方、送信端から受信したデータ
のエラーが発生しない場合、前記受信端は、ＡＣＫ情報を生成する。
【００９５】
　前記ＡＲＱフィードバック情報を生成した後、前記受信端は、ステップ７０７に進んで
送信端が割り当てたＡＲＱフィードバックのための資源を確認する。例えば、前記受信端
は、送信端から提供された資源割り当て情報から前記送信端が割り当てたＡＲＱフィード
バックのための資源を確認する。
【００９６】
　前記ＡＲＱフィードバックのための資源を確認した後、前記受信端は、ステップ７０９
に進んでＡＲＱフィードバック送信時点が渡来しているかどうかを確認する。
【００９７】
　ＡＲＱフィードバック送信時点が渡来した場合、前記受信端は、ステップ７１１に進ん
で前記送信端から割り当てられたＡＲＱフィードバックのための資源を考慮して、ＡＲＱ
フィードバック情報を前記送信端に送信する。
【００９８】
　前記ＡＲＱフィードバック情報を送信した後、前記受信端は、ステップ７１３に進んで
ＡＲＱウィンドウを更新する。
【００９９】
　以後、前記受信端は、本アルゴリズムを終了する。
【０１００】
　上述した実施の形態において受信端は、ＡＲＱフィードバック送信時点を確認した後、
ＡＲＱフィードバック情報を生成する。
【０１０１】
　他の実施の形態において受信端は、ＡＲＱブロックを受信した後からＡＲＱフィードバ
ック情報を送信する前までの如何なる時点でもＡＲＱフィードバック情報を生成できる。
【０１０２】
　上述した実施の形態において受信端は、ＡＲＱフィードバック送信時点に送信端に送信
する信号が存在しないため、送信端から資源を割り当てられてＡＲＱフィードバック情報
を前記送信端に送信する。
【０１０３】
　他の実施の形態において受信端がＡＲＱフィードバック送信時点に送信端に送信する信
号にＡＲＱフィードバック情報を含めて送信する場合、前記受信端は送信端からＡＲＱフ
ィードバックのための資源を割り当てられなくても良い。これにより、前記受信端は、ス
テップ７０５にてＡＲＱフィードバック情報を生成した後、ステップ７０９に進んでＡＲ
Ｑフィードバック送信時点が渡来しているかどうかを確認する。
【０１０４】
　さらに他の実施の形態において受信端が送信端の信号スケジューリングを行う場合、前
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記受信端は、送信端からＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てられなくても良い
。これにより、前記受信端は、ステップ７０５にてＡＲＱフィードバック情報を生成した
後、ステップ７０９に進んでＡＲＱフィードバック送信時点が渡来しているかどうかを確
認する。
【０１０５】
　以下の説明は、送信端からＡＲＱフィードバック要請とＡＲＱフィードバックの有効時
間または送信時点を受信端に送信するための信号の構成について説明する。
【０１０６】
　図８は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるＡＲＱフィードバック要
請のためのヘッダ及び制御メッセージの構造を示している。
【０１０７】
　前記図８に示すように、前記図８の（Ａ）と（Ｂ）は、ＡＲＱフィードバック要請情報
及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック送信時点情報を含
む拡張ヘッダの構成を表し、前記８の（Ｃ）と（Ｄ）は、ＡＲＱフィードバック要請情報
及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバックの送信時点情報を
含む制御メッセージの構成を表す。
【０１０８】
　送信端は、ＧＭＨ（Ｇｅｎｅｒｉｃ　ＭＡＣ　Ｈｅａｄｅｒ）とＭＰＤＵのデータとの
間に位置する拡張ヘッダを利用して、ＡＲＱフィードバック要請情報及びＡＲＱフィード
バックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック送信時点情報を受信端に送信する。例
えば、前記送信端は、前記図８の（Ａ）に示すように、ＡＲＱフィードバック要請のため
の拡張ヘッダを構成できる。このとき、前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバックを要請
するサービス接続識別子情報を含むフロー（ｆｌｏｗ）ＩＤフィールドとＡＲＱフィード
バック要請を表すＡＲＱフィードバック要請（ＡＲＱ　ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｐｏｌｌｉｎ
ｇ）フィールド及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック送
信時点情報を含むＡＲＱフィードバック時間情報フィールドのうち、少なくとも一つを含
んで構成される。万一、ＭＰＤＵペイロードが複数のサービスにおいて構成されたＳＤＵ
から構成される場合、前記拡張ヘッダは、少なくとも一つのフローＩＤフィールド、少な
くとも一つのＡＲＱフィードバック要請フィールド、及び少なくとも一つのＡＲＱフィー
ドバック時間情報フィールドのうち、少なくとも一つを含んで構成されることができる。
すなわち、ＭＰＤＵペイロードが２個のサービスにおいて構成された２個のＳＤＵから構
成される場合、前記拡張ヘッダは、各々のＳＤＵに対した２個のフローＩＤフィールドを
含んで構成されることもできる。
【０１０９】
　上述した拡張ヘッダの構成において拡張ヘッダのタイプがＡＲＱフィードバック要請と
して定義される場合、前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバック要請フィールドを含まな
いこともある。また、拡張ヘッダのサービス接続識別子情報とＧＭＨに含まれるサービス
接続識別子情報とが同じである場合、前記拡張ヘッダは、フローＩＤフィールドを含まな
いことがある。また、送信端と受信端とが初期接続時またはデータサービスパラメーター
を決定する時に、ＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱフィードバック送信時点
を決定した場合、前記拡張ヘッダは、ＡＲＱフィードバック時間情報フィールドを含まな
いこともある。
【０１１０】
　前記送信端は、前記図８の（Ｂ）に示すように、他の用途として用いられる拡張ヘッダ
にＡＲＱフィードバック要請情報を含めることができる。このとき、前記拡張ヘッダは、
ＡＲＱフィードバック要請を表すＡＲＱフィードバック要請フィールド及びＡＲＱフィー
ドバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック送信時点情報を含むＡＲＱフィード
バック時間情報フィールドをさらに含む。万一、ＭＰＤＵペイロードが多数のサービスに
おいて構成されたＳＤＵから構成される場合、前記拡張ヘッダは、少なくとも一つのＡＲ
Ｑフィードバック要請フィールド及び少なくとも一つのＡＲＱフィードバック時間情報フ
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ィールドのうち、少なくとも一つを含んで構成されることができる。すなわち、ＭＰＤＵ
ペイロードが２個のサービスにおいて構成された２個のＳＤＵから構成される場合、前記
拡張ヘッダは、各々のＳＤＵに対した２個のＡＲＱフィードバック要請フィールドを含ん
で構成されることもできる。
【０１１１】
　受信端から送信端へ送信するＭＰＤＵデータがない場合、前記送信端は、ＡＲＱフィー
ドバック要請情報及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック
送信時点情報をＭＡＣ階層の制御メッセージ形態を有するよう構成して、前記受信端に送
信することもできる。例えば、前記送信端は、前記図８の（Ｃ）に示すように、ＡＲＱフ
ィードバック要請のための制御メッセージを構成できる。このとき、前記制御メッセージ
は、ＡＲＱフィードバックを要請するサービス接続識別子情報を含むフローＩＤフィール
ド、ＡＲＱフィードバック要請を表すＡＲＱフィードバック要請フィールド、及びＡＲＱ
フィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック送信時点情報を含むＡＲＱフ
ィードバック時間情報フィールドのうち、少なくとも一つを含んで構成される。万一、Ｍ
ＰＤＵペイロードが多数のサービスにおいて構成されたＳＤＵから構成される場合、前記
制御メッセージは、少なくとも一つのフローＩＤフィールド、少なくとも一つのＡＲＱフ
ィードバック要請フィールド、及び少なくとも一つのＡＲＱフィードバック時間情報フィ
ールドのうち、少なくとも一つを含んで構成されることができる。すなわち、ＭＰＤＵペ
イロードが２個のサービスにおいて構成された２個のＳＤＵから構成される場合、前記制
御メッセージは、各々のＳＤＵに対した２個のフローＩＤフィールドを含んで構成される
ことができる。
【０１１２】
　上述した制御メッセージの構成において制御メッセージのタイプがＡＲＱフィードバッ
ク要請として定義される場合、前記制御メッセージは、ＡＲＱフィードバック要請フィー
ルドを含まなくても良い。また、制御メッセージのサービス接続識別子情報とＧＭＨに含
まれるサービス接続識別子情報とが同じである場合、前記制御メッセージは、フローＩＤ
フィールドを含まなくても良い。また、送信端と受信端とが初期接続時またはデータサー
ビスのパラメーターを決定する時に、ＡＲＱフィードバックの有効時間または送信時点を
決定した場合、前記制御メッセージは、ＡＲＱフィードバック時間情報フィールドを含ま
なくても良い。
【０１１３】
　前記送信端は、前記図８の（Ｄ）に示すように、他の用途として使用する制御メッセー
ジにＡＲＱフィードバック要請のための情報を追加することもできる。このとき、前記制
御メッセージは、ＡＲＱフィードバック要請を表すＡＲＱフィードバック要請フィールド
及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱフィードバック送信時点情報を含
むＡＲＱフィードバック時間情報フィールドが追加された形態で構成される。万一、ＭＰ
ＤＵペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）が多数のサービスにおいて構成されたＳＤＵ（Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）から構成される場合、前記制御メッセージは、少なくと
も一つのＡＲＱフィードバック要請フィールド及び少なくとも一つのＡＲＱフィードバッ
ク時間情報フィールドのうち、少なくとも一つを含んで構成されることができる。すなわ
ち、ＭＰＤＵペイロードが２個のサービスにおいて構成された２個のＳＤＵから構成され
る場合、前記制御メッセージは、各々のＳＤＵに対した２個のＡＲＱフィードバック要請
フィールドを含んで構成されることもできる。
【０１１４】
　ＡＲＱフィードバック要請フィールドが１ビットとして定義された場合、送信端は、Ａ
ＲＱフィードバックを要請する時にＡＲＱフィードバック要請フィールドを１に設定し、
ＡＲＱフィードバックを要請しない時にＡＲＱフィードバック要請フィールドを０に設定
できる。
【０１１５】
　また、送信端は、ＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱフィードバック送信時
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点を絶対的な時間値として設定したり、送信端から信号を送信する送信時点または受信端
から信号を受信する受信時点を基準に相対的な時間値として設定したりできる。このとき
、送信端は、ＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱフィードバックの送信時点を
時間値として設定したり、物理階層のフレーム値として設定したりすることもできる。
【０１１６】
　以下の説明は、ＡＲＱフィードバックを要請する送信端の構成について説明する。
【０１１７】
　図９は、本発明に係る無線通信システムにおける送信端のブロック構成を示している。
【０１１８】
　前記図９に示すように、送信端は、送受切換器９００、受信装置９１０、ＡＲＱ制御部
９２０、ＡＲＱフィードバック制御部９２１及び送信装置９３０を備えて構成される。
【０１１９】
　前記送受切換器９００は、デュプレックス方式によって前記送信装置９３０から提供さ
れた送信信号を、アンテナを介して送信し、アンテナからの受信信号を受信装置９１０に
提供する。例えば、時分割複信（ＴＤＤ）方式を使用する場合、前記送受切換器９００は
、送信区間の間に前記送信装置９３０から提供された送信信号を、アンテナを介して送信
し、受信区間の間にアンテナからの受信信号を受信装置９１０に提供する。
【０１２０】
　前記受信装置９１０は、前記送受切換器９００から提供された高周波信号をベースバン
ド信号に変換する。以後、前記受信装置９１０は、前記基底帯域信号を復調及び復号して
出力する。例えば、前記受信装置９１０は、ＲＦ処理ブロック、復調ブロック、チャネル
復号ブロックなどを含んで構成される。前記ＲＦ処理ブロックは、アンテナを介して受信
された高周波信号をベースバンド信号に変換して出力する。前記復調ブロックは、前記Ｒ
Ｆ処理ブロックから提供された信号から各副搬送波に載せられたデータを抽出するための
ＦＦＴ演算器などから構成される。前記チャネル復号ブロックは、復調器、デインターリ
ーバ及びチャネル復号器などから構成されることができる。
【０１２１】
　前記ＡＲＱ制御部９２０は、受信端とのＡＲＱを制御する。例えば、前記受信装置９１
０からＮＡＣＫ情報が提供される場合、前記ＡＲＱ制御部９２０は、前記ＮＡＣＫ情報に
対するデータを再送信するよう制御する。他の例として、前記受信装置９１０からＡＣＫ
情報が提供される場合、前記ＡＲＱ制御部９２０は、前記ＡＣＫ情報に対するデータの送
信が成功したと認識する。
【０１２２】
　前記ＡＲＱ制御部９２０は、ＡＲＱブロックに対する有効期間を制御及び管理する。例
えば、前記ＡＲＱ制御部９２０は、ＡＲＱブロックを受信端に送信する際、前記ＡＲＱブ
ロックに対する有効期間を表すタイマーを駆動させる。また、前記ＡＲＱ制御部９２０は
、ＡＲＱブロックに対する有効期間が満了する場合、前記ＡＲＱブロックに対するＡＲＱ
を中断するように制御する。
【０１２３】
　前記ＡＲＱ制御部９２０は、受信端にＡＲＱフィードバックを要請した後、前記受信端
にＡＲＱフィードバックのための資源を割り当てる。例えば、前記ＡＲＱ制御部９２０は
、前記受信端の要請によって前記受信端にＡＲＱフィードバックのための資源を割り当て
る。他の例として、前記ＡＲＱ制御部９２０は、前記受信端がＡＲＱフィードバックを送
信する時間情報を考慮して、前記受信端にＡＲＱフィードバックのための資源を割り当て
ることもできる。
【０１２４】
　前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、前記受信端がＡＲＱフィードバックを送信
する時間情報を決定する。例えば、前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、前記受信
端との初期接続時に前記受信端のＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱフィード
バック送信時点をパラメーター値として決定する。この場合、前記ＡＲＱフィードバック
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制御部９２１は、初期接続時に決定されたＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱ
フィードバック送信時点を固定値として使用する。他の例として、前記ＡＲＱフィードバ
ック制御部９２１は、受信端とのデータサービスのパラメーターを決定する時に前記受信
端のＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱフィードバック送信時点をパラメータ
ー値として決定することもできる。この場合、前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は
、前記データサービスパラメーター決定時に決定されたＡＲＱフィードバックの有効時間
またはＡＲＱフィードバック送信時点を固定値として使用する。さらに他の例として、前
記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、ＡＲＱフィードバックを要請するごとにＡＲＱ
フィードバックの有効時間またはＡＲＱフィードバック送信時点を決定することもできる
。この場合、前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、ＡＲＱフィードバックを要請す
るごとにＡＲＱフィードバックの有効時間またはＡＲＱフィードバック送信時点を変更で
きる。
【０１２５】
　前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、前記受信端にＡＲＱフィードバックを要請
するかどうかを決定する。例えば、前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、ＡＲＱウ
ィンドウの大きさを考慮して、ＡＲＱフィードバックを要請するかどうかを決定する。他
の例として、前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１は、ＡＲＱブロックに対する有効期
間（ＡＲＱ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｆｅ　Ｔｉｍｅ）と該当ＡＲＱブロックの格納有無を考慮
して、ＡＲＱフィードバックを要請するかどうかを決定することができる。
【０１２６】
　前記送信装置９３０は、メッセージ構成部９３１と送信部９３３とを備えて構成される
。
【０１２７】
　前記メッセージ構成部９３１は、前記ＡＲＱフィードバック制御部９２１で決定された
ＡＲＱフィードバック要請情報、及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱ
フィードバック送信時点情報を含む制御メッセージを構成する。例えば、前記メッセージ
構成部９３１は、ＡＲＱフィードバック要請情報及びＡＲＱフィードバックの有効時間情
報またはＡＲＱフィードバック送信時点情報を含む拡張ヘッダを下記図８の（Ａ）または
（Ｂ）に示す形態を有するよう構成する。他の例として、前記メッセージ構成部９３１は
、ＡＲＱフィードバック要請情報及びＡＲＱフィードバックの有効時間情報またはＡＲＱ
フィードバック送信時点情報を含むＭＡＣ階層の制御メッセージを、下記図８の（Ｃ）ま
たは（Ｄ）に示す形態を有するよう構成することもできる。
【０１２８】
　前記送信部９３３は、送信データと前記メッセージ構成部９３１で構成した制御メッセ
ージとを高周波信号に変換して、前記送受切換器９００に送信する。例えば、前記送信部
９３３は、チャネル符号ブロック、変調ブロック及びＲＦ処理ブロックを備えて構成され
る。前記チャネル符号ブロックは、チャネル符号器、インタリーバ及び変調器などから構
成される。前記変調ブロックは、ＯＦＤＭシステムを考慮した場合、送信データと制御メ
ッセージとを多数の直交する副搬送波に載せるためのＩＦＦＴ演算器などから構成される
ことができる。一方、ＣＤＭＡシステムの場合、前記変調ブロックは、コード拡散変調器
から構成されることもできる。前記ＲＦ処理ブロックは、前記変調ブロックから提供され
たベースバンド信号を高周波信号に変換して、前記送受切換器９００に送信する。
【０１２９】
　上述した構成において、前記ＡＲＱ制御部９２０は、前記ＡＲＱフィードバック制御部
９２１を備えて構成されることもできる。
【０１３０】
　以下の説明は、送信端のＡＲＱフィードバック要請によって、ＡＲＱフィードバック情
報を送信する受信端の構成について説明する。
【０１３１】
　図１０は、本発明に係る無線通信システムにおける受信端のブロック構成を示している
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。
【０１３２】
　前記図１０に示すように、受信端は、送受切換器１０００、受信装置１０１０、ＡＲＱ
制御部１０２０及び送信装置１０３０を備えて構成される。
【０１３３】
　前記送受切換器１０００は、デュプレックス方式によって前記送信装置１０３０から提
供された送信信号を、アンテナを介して送信し、アンテナからの受信信号を受信装置１０
１０に提供する。例えば、時分割複信（ＴＤＤ）方式を使用する場合、前記送受切換器１
０００は、送信区間の間に前記送信装置１０３０から提供された送信信号を、アンテナを
介して送信し、受信区間の間にアンテナからの受信信号を受信装置１０１０に提供する。
【０１３４】
　前記受信装置１０１０は、前記送受切換器１０００から提供された高周波信号をベース
バンド信号に変換する。以後、前記受信装置１０１０は、前記基底帯域信号を復調及び復
号して出力する。例えば、前記受信装置１０１０は、ＲＦ処理ブロック、復調ブロック、
チャネル復号ブロックなどを含んで構成される。前記ＲＦ処理ブロックは、アンテナを介
して受信された高周波信号をベースバンド信号に変換して出力する。前記復調ブロックは
、前記ＲＦ処理ブロックから提供された信号から各副搬送波に載せられたデータを抽出す
るためのＦＦＴ演算器などから構成される。前記チャネル復号ブロックは、復調器、デイ
ンターリーバ及びチャネル復号器などから構成されることができる。
【０１３５】
　前記ＡＲＱ制御部１０２０は、送信端とのＡＲＱを制御する。例えば、前記送信端から
提供されたデータにエラーが発生した場合、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、前記送信端に
ＮＡＣＫ情報を送信するように制御する。他の例として、送信端から提供されたデータに
エラーが発生しない場合、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、前記送信端にＡＣＫ情報を送信
するように制御する。
【０１３６】
　このとき、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、送信端から提供されたＡＲＱフィードバック
の有効時間またはＡＲＱフィードバックの送信時点を考慮して、ＡＲＱフィードバック情
報を送信するように制御する。例えば、ＡＲＱフィードバックの有効時間を考慮する場合
、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、ＡＲＱフィードバックの有効時間内にＡＲＱフィードバ
ック情報を送信するように制御する。万一、ＡＲＱフィードバックの有効時間内に送信端
に送信する信号が存在する場合、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、前記信号にＡＲＱフィー
ドバック情報を含めて送信するように制御する。他の例として、ＡＲＱフィードバック送
信時点を考慮する場合、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、ＡＲＱフィードバック送信時点に
ＡＲＱフィードバック情報を送信するように制御する。万一、ＡＲＱフィードバック送信
時点に送信端に送信する信号が存在する場合、前記ＡＲＱ制御部１０２０は、前記信号に
ＡＲＱフィードバック情報を含めて送信するように制御する。
【０１３７】
　前記送信装置１０３０は、メッセージ生成部１０３１と送信部１０３３とを備えて構成
される。
【０１３８】
　前記メッセージ生成部１０３１は、前記ＡＲＱ制御部１０２０の制御によってＡＲＱフ
ィードバック情報を生成する。例えば、送信端から受信したデータのエラー発生した場合
、前記メッセージ生成部１０３１は、ＮＡＣＫ情報を生成する。一方、送信端から受信し
たデータのエラー発生しない場合、前記メッセージ生成部１０３１は、ＡＣＫ情報を生成
する。
【０１３９】
　前記送信部１０３３は、送信データと前記メッセージ生成部１０３１で構成した制御メ
ッセージとを高周波信号に変換して、前記送受切換器１０００に送信する。例えば、前記
送信部１０３３は、チャネル符号ブロック、変調ブロック及びＲＦ処理ブロックを含んで
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構成される。前記チャネル符号ブロックは、チャネル符号器、インタリーバ及び変調器な
どから構成される。前記変調ブロックは、ＯＦＤＭシステムを考慮した場合、送信データ
と制御メッセージとを多数の直交する副搬送波に載せるためのＩＦＦＴ演算器などから構
成されることができる。一方、ＣＤＭＡシステムの場合、前記変調ブロックは、コード拡
散変調器から構成されることができる。前記ＲＦ処理ブロックは、前記変調ブロックから
提供されたベースバンド信号を高周波信号に変換して、前記送受切換器１０００に送信す
る。
【０１４０】
　上述したように、無線通信システムの送信端からＡＲＱフィードバックの有効時間また
は送信時点を設定して、受信端にＡＲＱフィードバックを要請することによって、前記送
信端は、前記受信端からＡＲＱフィードバック情報が受信される時点を認識できるという
利点がある。
【０１４１】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施の形態について説明したが、本発明の範囲
から逸脱しない限り、多様な変形が可能であるということは言うまでもない。したがって
、本発明の範囲は説明された実施の形態に限って定められるものではなく、後述する特許
請求の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均等なものによって定められねばならない
。
【符号の説明】
【０１４２】
　９００　送受切換器
　９１０　受信装置
　９２０　ＡＲＱ制御部
　９２１　ＡＲＱフィードバック制御部
　９３０　送信装置
　９３１　メッセージ構成部
　９３３　送信部
　１０００　送受切換器
　１０１０　受信装置
　１０１３　メッセージ生成部
　１０１１　受信部
　１０２０　ＡＲＱ制御部
　１０３０　送信装置
　１０３１　メッセージ生成部
　１０３３　送信部
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